
　県は、３月末に浅里地区、阪松原地区の 35 か所、
平成 29 年度には鵜殿地区の 35 か所を土砂災害
警戒区域（イエローゾーン）土砂災害特別警戒区
域（レッドゾーン）に指定します。

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または
身体に危害が生じるおそれのある区域
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ
住民等の生命または身体に著しい危害が生じるお
それがある区域

　これは、土砂災害から人命を守るため、台風や
豪雨災害などの際に、がけ崩れや土石流が発生し、
被害を受けるおそれのある区域を明らかにするこ
とで、早期に周知、避難ができる体制づくりや開
発を制限するなどの対策を推進するものです。　
　土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に指定
された区域は、危険の周知や避難が早くできる
ように警戒避難体制の整備が図られます。
　土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に指
定された区域は、土砂災害が発生した場合に対
応できるよう、建築物の構造が安全なものであ
る必要がありますので、住宅の新築・増改築・
宅地造成などを行うときには、建築確認申請な
どが必要となります。
　土砂災害警戒区域・特別警戒区域の図面等は、
三重県熊野建設事務所、紀宝町役場産業建設課
で閲覧できます。また右のＱ
Ｒコードからも確認できます。

▶詳しくは、役場産業建設課
（☎３３－０３３６）までお問
い合わせください。

土砂災害警戒区域
（県ホームページ）

警戒区域に指定される区域（県ホームページより）

浅里・阪松原・鵜殿地区など 70 か所が指定されます

土砂災害特別警戒区域では
建築確認申請が必要です！

Information　役場産業建設課

紀伊半島大水害で発生した土砂災害

このような場所が区域指定の対象となります 

土石流 がけ崩れ
土砂災害警戒区域
・傾斜度が 30°以上高さが

5m 以上の区域
・急傾斜地の上端から水平距

離が 10 ｍ以内の区域
・急傾斜地の下端から急傾斜

地の２倍（50 ｍを超える
場合は 50 ｍ）以内の区域

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、
建築物に損壊が生じ、
住民に著しい危害が
生じるおそれのあ
る区域

土砂災害警戒区域
土石流の発生のおそれのある
渓流において扇頂部から下流
で勾配が２度以上の区域

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、
建築物に損害が生じ、
住民に著しい危害が
生じるおそれのある
区域

土石流のおそれのある渓流
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「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意 !!

市町村や厚生労働省などがＡＴＭ（現金自動支払
機）の操作をお願いすることや、手数料の振り込
みを求めることは絶対にありません。

対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
申
請
書
を
郵
送

臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給

◉出張受付会場日程（居住区以外での受付も可）

期　間 場　所 時　間

４/12 ㈬

浅里生活改善センター   9:30～10:30

下り場集落センター 13:30～14:30

地下集会所 15:00～16:00

４/13 ㈭

井田公民館   9:30～10:30

桐原生活改善センター 13:30～14:30

平尾井高齢者生産活動センター 15:00～16:00

４/18 ㈫

北桧杖多目的集会施設   9:30～10:30

飯盛多目的集会施設 13:30～14:30

茶屋地構造改善センター 15:00～16:00

４/19 ㈬

高岡防災センター   9:30～10:30

上地多目的集会施設 13:30～14:30

中村多目的集会施設 15:00～16:00

４/20 ㈭

上野農事集会所   9:30～10:30

阪松原生活改善センター 13:30～14:30

井内青年クラブ 15:00～16:00

４/25 ㈫

保健センター（神内）   9:30～10:30

小畑就業改善施設 13:30～14:30

永田青年クラブ 15:00～16:00

４/26 ㈬

大里多目的集会施設   9:30～10:30

鮒田構造改善センター 13:30～14:30

下地生活改善センター 15:00～16:00
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８
％
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を
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な
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へ
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で
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。

　

申
請
先
は
平
成
28
年
１
月
１

日
時
点
で
、
住
民
登
録
が
さ
れ

て
い
る
市
町
村
と
な
り
ま
す
。

　

紀
宝
町
で
対
象
に
な
る
と
思

わ
れ
る
方
に
は
、
申
請
書
を
３

月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
28
年
度
（
平
成

27
年
分
）
住
民
税
が
未
申
告
の

方
は
、
支
給
対
象
者
か
ど
う
か

判
断
で
き
ま
せ
ん
。
未
申
告
の

方
に
は
「
未
申
告
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
役
場
税

務
住
民
課
で
住
民
税
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

申
請
が
完
了
し
た
後
、
振
込

予
定
日
な
ど
を
記
載
し
た
決
定

通
知
書
を
送
付
し
、
口
座
に
振

り
込
み
ま
す
。
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象
者

　

以
下
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
平
成
28
年
１
月
１
日
に
紀
宝
町

に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方

②
「
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給

付
金
」
対
象
の
方

※
平
成
28
年
度
分
の
住
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
方
。た
だ
し
、

ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が

課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
生

活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合

な
ど
は
対
象
外
で
す
。

◆
支
給
額

　

１
人
に
つ
き
１
５
，
０
０
０
円

※
支
給
は
１
回
限
り
で
す
。

【
提
出
方
法
】

　

郵
送
ま
た
は
窓
口
に
持
参

【
受
付
日
程
】

　

３
月
27
日
㈪
～
９
月
26
日
㈫

※
詳
し
く
は
、
下
記
受
付
会
場

日
程
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
詳
し
く
は
、
役
場
福
祉
課
（
☎

33
ー
０
３
３
９
）
ま
で
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。

◆ 受付会場日程表
　次の日程で、臨時福祉給付金（経済対策分）の申
請受付を役場や地区集会所などで行います。

◉受付日程

期　間 場　所 時　間

３/27㈪ ～４/７㈮ 役場１階町民ホール
  9:00～11:30

13:30～17:00

４/10㈪ ～９/26 ㈫ 役場福祉課   8:30～17:15
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